
1

主 文

１ 被告さいたま農業協同組合は，原告に対し，８３５万０５２４円を支払え。

２ 被告株式会社東日本銀行は，原告に対し，１１９４万０５２６円を支払え。

３ 被告中央三井信託銀行株式会社は，原告に対し，６０４万０９４７円を支払

え。

４ 訴訟費用中，原告と被告らとの間に生じたものは，被告らの負担とし，原告

と被告ら補助参加人との間に生じたものは，被告ら補助参加人の負担とする。

５ この判決は，１，２，３項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第１ 請求

主文と同旨。

第２ 事案の概要

１ 事案の要旨

本件は，原告が，被告らとの間で預貯金契約や信託契約（以下「本件預金契

約等」という。）を締結したが，被告らが預貯金や信託金の支払に応じないと

して，被告らに対し，本件預金契約等に基づき，預貯金や信託金の支払を求め

た事案である。

２ 前提事実（当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨に

より認定できる事実）

(1) 当事者

被告ら補助参加人（Ｂ寺。以下「参加人寺」という。）は，さいたま市ａ

区ｂ町ｃ丁目ｄ番地に主たる事務所を置き，包括宗教団体を宗教法人天台宗

とする宗教法人である。

原告は，参加人寺の管理保全を目的とし，参加人寺の檀信徒を会員とする，

参加人寺住所地であるさいたま市ａ区ｂ町ｃ丁目ｄ番地に事務所を置く社団

である。
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Ａは，参加人寺の檀徒である。

被告さいたま農業協同組合（旧名称大宮市農業協同組合。以下「被告農

協」という。）は貯金業務等を業とする組合，被告株式会社東日本銀行（以

下「被告東日本銀行」という。）は預金業務等を業とする法人，被告中央三

井信託銀行株式会社（合併前の商号は三井信託銀行株式会社。以下「被告中

央三井信託」という。）は信託業務等を業とする法人である。

(2) 本件預金契約等の概要

ア 被告農協（以下の(ア)ないし(エ)の各契約を「本件農協貯金契約」と

いう。）

(ア) 普通貯金契約（大宮支店，口座番号ｅ（甲Ｂ６の４，Ｂ２１））

ａ 契約日（名義変更日） 平成１０年６月９日

ｂ 名義 「Ｂ寺(代)Ａ」

ｃ 平成１７年１１月１７日現在の残高 ３５万０５２４円

(イ) 定期貯金契約（口座番号ｆ（甲Ｂ６の２））

ａ 契約日 平成１５年３月２７日

ｂ 名義 「Ｂ寺(代)Ａ」

ｃ 金額 ３００万円

ｄ 満期 平成１８年３月２７日

(ウ) 定期貯金契約（口座番号ｇ（甲Ｂ６の３））

ａ 契約日 平成１６年１月１３日

ｂ 名義 「Ｂ寺(代)Ａ」

ｃ 金額 ４００万円

ｄ 満期 平成１９年１月１３日

(エ) 定期貯金契約（口座番号ｈ（甲Ｂ６の１））

ａ 契約日 平成１６年３月２３日

ｂ 名義 「Ｂ寺(代)Ａ」
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ｃ 金額 １００万円

ｄ 満期 平成１８年３月２３日

イ 被告東日本銀行（以下の(ア)ないし(ウ)の各契約を「本件東日本銀行預

金契約」という。）

(ア) 普通預金契約（与野支店，口座番号ｉ（甲Ｂ５の３，Ｂ２０））

ａ 契約日 平成１０年６月１１日

ｂ 名義 「Ｂ寺代表者Ａ」

ｃ 平成１７年１１月９日現在の残高 １３７万２０１５円

(イ) 定期預金契約（口座番号ｊ（甲Ｂ５の１，乙Ｂ１，２））

ａ 契約日 平成１４年３月２７日

ｂ 名義 「Ｂ寺代表者Ａ」

ｃ 金額 １０００万円

ｄ 満期 平成１８年３月２７日

(ウ) 定期預金契約（口座番号ｋ（甲Ｂ５の２，乙Ｂ３，４））

ａ 契約日 平成１２年７月１７日

ｂ 名義 「Ｂ寺代表者Ａ」

ｃ 金額 ５６万８５１１円

ｄ 満期 平成１９年８月１１日

ウ 被告中央三井信託

信託契約（契約番号ｌ，通帳番号ｍ（甲Ｂ７，Ｂ２２），以下「本件信

託契約」という。）

(ア) 契約日 平成１１年２月４日

(イ) 名義 「宗教法人Ｂ寺」

(ウ) 申込当時信託金 ６０１万８０００円（平成１７年１２月６日現

在の信託金は，利息を含め，６０４万０９４７円。）

(エ) 信託金支払日 契約日から１か月後の応答日以後の受益者から終
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了の申し出があった日

(3) 平成１４年３月２５日に参加人寺の住職兼代表役員に就任したＣは，平

成１７年７月ころ，被告らに対し，原告による預貯金や信託金の支払請求に

応じないよう要請した。以後，被告らは，原告への預貯金や信託金の支払を

拒絶している。

３ 争点

(1) 原告の当事者能力の有無及びＡに原告代表者として本件訴訟を追行する

権限があるかどうか（争点１）

(2) 本件預金契約等の契約当事者（争点２）

４ 当事者の主張

(1) 争点１（原告の当事者能力の有無及びＡに原告代表者として本件訴訟を

追行する権限があるかどうか）について

（原告の主張）

ア 権利能力なき社団の成立要件としては，(ア)団体としての組織を備え，

(イ)多数決の原則が行われ，(ウ)構成員の変更にもかかわらず団体その

ものが存続し，(エ)代表の選出方法，総会の運営，財産の管理その他団

体としての主要な点が確定していることが要求される。これを原告につ

いてみると，次のとおりである。

(ア) 団体としての組織

原告の機関には総会と世話人会があり，総会では規約の改廃，役員の

選出，会計に関する事項を審議決定し，世話人会は，檀信徒会規約及び

総会の決定に従って業務を遂行する。檀信徒会の役員には世話人，総務，

監事があり，世話人の互選によって，代表世話人，副代表世話人，会計

各１名を選出する。規約上はその役員が同時に寺の総代となる。

原告の経費は，土地賃貸借料，墓地貸与料，墓地管理料及び寄付金を

もって賄うこととされ，その決算は毎年度末会計において会計報告書を
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作成し，監事による監査を受けた後，総会に報告し，その承認を得なけ

ればならない。

そして，実際の運営も，以上の規約どおりに行われている。

以上のように，原告は，団体としての組織を備えている。

(イ) 多数決の原則

総会では，規約の改廃，役員の選出，会計に関する事項を審議決定す

るが，その議決方法は，出席者数の過半数をもって決することとし同数

のときは議長が決するとされている。実際にも，原告においては，多数

決によって各議案を議決されている。

(ウ) 構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続しているか

原告が組織されてから４０年以上の間，原告には多数の者が入退会し

ているところ，原告は構成員の入れ替わりがあっても存続し続けている。

(エ) 団体としての主要な点が確定しているか

原告の代表は，まず，総会において，世話人を選任し，その選任され

た中から互選により代表世話人を選出する方法により選ぶ。総会は，毎

年会計年度終了後２か月以内に開催し，代表世話人が招集し，会議の議

長となる。総会での決議方法は多数決方式で決める。

原告の収入支出の管理は上記(ア)のとおりであり，参加人寺の不動産

の管理は世話人会が行っている。

以上のとおり，原告は，権利能力なき社団の成立要件を満たしており，

当事者能力・原告適格を有する。

イ 次に，原告の構成員は，原告の第４８回総会において，賛成多数をもっ

て，Ａに対し，本件訴訟の追行権限を授権した。よって，Ａは，原告の代

表者として，本件訴訟を追行する権限を有する。

（被告中央三井信託の主張）

ア ある団体が権利能力なき社団として認められるためには，入退会が当該
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団体の自らの判断でなされ，独立した団体として認められなければならず，

他の組織に従属した団体は，権利能力なき社団たり得ない。しかるに，原

告は，参加人寺の檀信徒で構成された参加人寺の内部的な組織にすぎず，

権利能力なき社団ではないから，原告は当事者能力を有しない。

イ 仮に原告が権利能力なき社団であるとしても，その財産帰属形態は総有，

あるいは共有である。

原告の財産帰属形態が共有であるとする場合，社団の構成員からの任意

的訴訟信託によって原告の原告適格を肯定する見解があり得るが，選定当

事者の場合との権衡上，原告は，構成員全員の訴訟提起に関する同意がな

ければ，原告適格を有しないと解すべきである。

また，最高裁平成６年５月３１日判決・民集４８巻４号１０６５頁は，

「入会権者」で構成される権利能力なき社団について，帰属形態を総有と

認めた上で，同社団の代表者が訴訟を追行するためには，規約に定められ

た総会の議決などの授権手続を要するとしている。そうすると，原告の財

産帰属形態が総有であるとするならば，Ａが原告代表者として訴訟を追行

するためには，総会の決議等規約に定められた授権手続が必要であるが，

本件においては，総会の決議によって訴訟追行権限を授権できる旨の規約

がないので，Ａは原告の代表者として本件訴訟を追行する権限を有しない。

（被告農協及び被告東日本銀行の主張）

原告の主張は争う。

（参加人寺の主張）

ア 原告が権利能力なき社団であるというためには，(ア)対内的独立性（構

成員及びその資格得喪の明確，団体の構成員からの独立等），(イ)財産的

独立性（団体独自の財産の存在等），(ウ)対外的独立性（代表者の定め，

現実に代表者が行動しているか等），(エ)内部組織性（組織運営，財産管

理の規約の定め，総会による構成員の意思の反映等）がなければならない。
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これを原告についてみると，

(ア) 対内的独立性

原告の規約上，原告の構成員は参加人寺の檀信徒をもって組織する

とされているが，現実には，参加人寺の檀信徒のほか，檀信徒でない

墓地永代使用権者も構成員となっている。すなわち，原告の構成員の

資格の取得，喪失は，明らかにされているとはいえず，対内的独立性

がない。

(イ) 財産的独立性

原告の経費は，土地賃貸料，墓地貸与料，墓地管理料及び寄付金を

もって賄われているところ，これらはすべて参加人寺に帰属する財産

である。

すなわち，土地賃貸料は，ほとんどの賃貸借契約書において，賃貸

人欄に「Ｂ寺 代表役員 Ｄ」と記載されている。もっとも，Ｅを賃

借人とする契約書においてのみ，賃貸人欄に「Ｂ寺 責任役員 Ａ」

と記載されているが，Ａは，参加人寺の代理人として契約したにすぎ

ず，あくまで賃貸人は参加人寺である。そうすると，土地賃貸料は，

すべて，参加人寺に帰属する金員である。

また，墓地貸与料（墓地の永代使用権設定料）及び墓地管理料につ

いても墓地埋葬等に関する法律１０条に基づく墓地経営許可を受けた

主体は参加人寺であること及び同法１２条に基づく届け出に記載され

た墓地管理者は参加人寺の代表役員であるＣであることからすれば，

これらの収入は，いずれも参加人寺に帰属する。

そして，寄付金についても，寄付を受けるのは参加人寺であって原

告ではないから，参加人寺に帰属するというべきである。

よって，原告には，原告独自の財産が存在せず，財産的独立性があ

るとはいえない。
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(ウ) 対外的独立性

原告が原告の代表世話人であると主張するＡは，原告の代表世話人

ではない。

すなわち，原告の規約（戊ＡＢ１）１４条は，「本会に左の役員を

置く。一， 世話人 若干名 代表世話人，副代表世話人及び会計１

名は世話人の互選により定める。（以下省略）」と規定し，同１３条

は，「本会の役員はＢ寺の総代とする。」と規定している。そうする

と，原告の役員は参加人寺の総代の中から選任されるべきこととなる。

しかるに，Ａは，参加人寺の総代ではないから，原告の役員たり得ず，

原告の代表世話人ではない。

よって，原告においては，現に代表者として行動しているＡは，規

約に定められた代表者ではなく，原告に対外的独立性はない。

(エ) 内部組織性

原告の規約には，財産管理の規定がない。したがって，原告に内部

組織性はない。

以上より，原告は，権利能力なき社団ではないから，当事者能力を有

しない。

イ 仮に原告が権利能力なき社団であるとしても，原告の代表者である代

表世話人は，参加人寺の総代でなければならないところ，原告は，参加

人寺の総代ではないから，原告の代表世話人たり得ない。したがって，

Ａに原告を代表して本件訴訟を追行する権限はない。

(2) 争点２（本件預金契約等の契約当事者）について

（原告の主張）

ア 被告農協について

原告の規約には，次のとおり定められている。すなわち，原告は，会員

相互の連携により参加人寺の管理保全に当たることを目的とし，その目的
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達成のため，会員相互の連絡協調，参加人寺の管理保全の事業を行う。そ

の経費は，土地賃貸借料，墓地貸与料，墓地管理料及び寄付金を以て賄う

こととされ，その決算は毎年年度末会計において会計報告書を作成し，監

事による監査を受けた後，総会に報告し，承認を得る。原告は，これらの

規定に従い，土地賃貸借料，墓地貸与料，墓地管理料及び寄付金を収入と

し，そこから参加人寺の公租公課，庭園，墓地の管理費等を支出し，余剰

金を預貯金や信託金として預け入れ，本堂や庫裡の修繕に備えていた。そ

して，これらの預貯金や信託金は繰越金として原告の会計に計上され，監

査を受け，毎年原告の総会にて報告し承認を得ていた。原告が本訴で支払

を求めている各預貯金及び信託金は，いずれも，原告が管理する原告の会

計上の余剰金であり，毎年原告の会計報告に計上されている。

そして，本件農協貯金契約に基づく各定期貯金は，いずれも，原告代表

者であるＡが口座開設，継続の手続を行い，届出印鑑，証書，通帳は同人

が管理して出し入れを行っている。また，本件農協貯金契約に基づく普通

貯金は，原告の従前の会計担当者であるＦが口座開設の手続を行い，届出

印鑑，証書，通帳を管理して出し入れを行っていたものであり，その後原

告代表者であるＡがＡの住民票を添えて名義変更及び改印の手続を行い，

届出印鑑，証書，通帳を管理して出し入れを行っていた。そして，被告農

協開設の定期貯金及び普通貯金は，口座の名義が「Ｂ寺代表者Ａ」となっ

ているものの，「Ｂ寺檀信徒会代表者Ａ」とすべきところを略記されたに

すぎない。

以上より，被告農協の各貯金が原告に帰属することは明らかである。

イ 被告東日本銀行について

本件東日本銀行預金契約に基づく各預金は，いずれも，原告代表者であ

るＡが口座開設，継続の手続を行い，届出印鑑，証書，通帳は同人が管理

している。また，被告東日本銀行に預け入れられた金員は，いずれも，原
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告が管理する原告の会計上の余剰金であり，毎年原告の会計報告に計上さ

れている。そして，口座名義は「Ｂ寺代表者Ａ」であるものの，これは，

「Ｂ寺檀信徒会代表者Ａ」とすべきところを略記されたにすぎない。以上

より，被告東日本銀行の各預金が原告に帰属することは明らかである。

ウ 被告中央三井信託について

本件信託契約は，いずれも，原告代表者であるＡが契約手続を行い，届

出印鑑，証書，通帳は同人が管理している。また，被告東日本銀行に預け

入れられた金員は，いずれも，原告が管理する原告の会計上の余剰金であ

り，毎年原告の会計報告に計上されている。そして，口座の名義が「宗教

法人Ｂ寺」となっているのは，非課税扱いにするために被告中央三井信託

が指示したためにすぎない。以上より，被告中央三井信託の信託金が原告

に帰属することは明らかである。

エ 小括

以上より，本件預金契約等に基づく預貯金債権及び信託債権は，いずれ

も原告に帰属し（原告の構成員が総有し），原告の代表者であるＡが原告

を代表して被告らから支払を受ける権利を有するものである。

（被告農協，被告東日本銀行及び被告中央三井信託の主張）

原告の主張は争う。

（参加人寺の主張）

原告が本訴で支払を求めている預貯金や信託金の原資は，参加人寺が所有

し賃貸する土地の賃貸借料，参加人寺が経営する墓地の貸与料・管理料，及

び参加人寺に対する寄付金であって，いずれも参加人寺に帰属する。また，

口座の名義に照らしても，原告が口座名義人と判断することはできない。さ

らに，預入行為者は，ＦやＡ個人であって，原告ではない。したがって，預

金者の認定に関する客観説，主観説，折衷説のいずれの見解に立っても，原

告が本訴で支払を求めている預貯金や信託金は，原告に帰属するものではな
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い。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点１（原告の当事者能力の有無及びＡに原告代表者として本件訴訟を追行

する権限があるかどうか）について

(1) 認定事実

前記前提事実に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が

認められる。

ア 参加人寺の概要

(ア) 参加人寺は，かねてから，近在の檀家によって運営されており，昭

和２８，９年当時，住職が住まわない古い小さなお堂があるだけで，墓

地も草で荒れた状態であったところ，常住し仏事を勤め，お堂や墓地を

護ってくれる僧を強く希望する参加人寺の檀信徒によって，昭和３０年

ころ２名の尼僧が庵主として迎えられ，その庵主がそれ以後，常住して

本尊たる阿弥陀如来と墓を守り，祭儀を行い，実際上，参加人寺の執務

及び宗教活動を執り行ってきた。昭和２８年２月５日，参加人寺は，比

叡山延暦寺を総本山とし，天台宗の教義を広める宗教法人となったが，

天台宗の規程により任命された住職が常住することはなく，寺院のこの

ような基本的性格は変わらなかった（甲Ａ６，Ａ１５・Ｂ１０）。

(イ) 参加人寺の寺院規則（平成１１年施行）は，三名の責任役員が業務

の決定機関であって，天台宗の規程により天台座主から任命された住職

が業務執行機関である代表役員となり，上記代表役員は，本寺となる宗

教法人Ｇ寺の代表役員がこれを兼務し，同人が他の二名の責任役員を任

命すると定めているが，少なくとも平成１４年ころまで，現実には，参

加人寺の代表役員は，参加人寺で執務及び宗教活動をすることはなく，

すべてその代行者たる庵主が参加人寺の執務及び宗教活動を行っていた。

庵主は，上記寺院規則上の「代務者」に該当するものであるが，規則に
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定める代表役員の選定等の手続はとられず，上記のとおり，昭和３０年

ころに参加人寺の檀信徒によって迎えられ，原告構成員の大多数によっ

て支持されてきた（甲Ａ２，Ａ８，Ａ１５・Ｂ１０，Ａ２０・Ｂ２５）。

イ 原告の概要及び参加人寺との関係

(ア) 原告は，参加人寺の檀信徒を会員とする組織であり，その会員数は，

平成１８年５月１７日現在１４１名であるが，日々増減している（甲Ａ

１３）。

(イ) 原告の規約には，次の定めがある（戊ＡＢ２。なお，甲Ａ１・Ｂ１

は，戊ＡＢ４によれば未改正の規約であると認められるから，採用しな

い。）。

原告は，参加人寺の檀信徒によって組織され，会員相互の連携により

参加人寺の管理保全に当たることを目的とし，その目的達成のため，会

員相互の連絡協調，参加人寺の管理保全の事業を行う組織である。

原告の機関には，総会と世話人会がある。総会は，毎会計年度終了後

２か月以内に開催されるほか，世話人会の判断により臨時に開催され，

総会では規約の改廃，役員の選出，会計に関する事項を審議決定する。

世話人会は，原告規約並びに総会の決定に従って業務を遂行する。総会

及び世話人会はいずれも代表世話人が招集し，議長となって，出席者の

過半数を以て決議し，同数のときは議長が決定する。

原告の役員は世話人，総務，監事であり，世話人の互選によって，代

表世話人，副代表世話人，会計各１名を選出する。役員のうち，代表世

話人は，原告を代表し会議を主宰し業務を統轄することを任務とする。

また，原告の経費は，土地賃貸借料，墓地貸与料，墓地管理料及び寄

付金をもって賄うこととされ，その決算は毎年度末会計において会計報

告書を作成し，監事による監査を受けたのち，総会に報告し，その承認

を得なければならないとされている。



13

(ウ) 原告においては，現に，上記(イ)の規約に則り，毎年通常総会が開

催され，収支決算の承認，会計監査報告，収支予算の承認，代表世話人

等の役員の選出等が議事にかけられ，多数決の原則に従って議決されて

いる。また，原告においては，会計年度ごとに，参加人寺所有の土地に

かかる墓地管理料，地代，駐車料，墓地使用奉納金等を収入とし，参加

人寺所有の不動産にかかる公租公課，保険料，駐車場の整備費等の管理

費を支出し，現金，普通預金，定期預金を繰越金とする収支決算書が作

成されている（甲Ａ３・Ｂ２，Ａ８，Ａ１０・Ｂ８（枝番を含む），Ａ

１１・Ｂ９（枝番を含む），Ａ１４・Ｂ２６，Ａ１５・Ｂ１０，Ａ１６，

Ａ１９・Ｂ２４，Ａ２０・Ｂ２５，Ｂ１１（枝番を含む），Ｂ２３）。

(エ) 参加人寺及び原告は，平成３年に，原告の檀信徒から，会計帳簿等

の閲覧謄写請求を求める訴えを提起されたが（当庁平成３年(ワ)第２６

５号），同訴訟では原告が権利能力なき社団であることに当事者間に争

いはなく，当時の代表世話人であるＨが原告の代表者として訴訟を追行

していた。同訴訟の控訴審は，檀信徒の参加人寺及び原告に対する会計

帳簿等の閲覧謄写の請求を認容し（東京高裁平成６年３月２３日判決），

同判決は，上告棄却（最高裁平成１０年４月１４日判決）により確定し

た。上記訴訟において，各審級の判決とも，原告の当事者適格が認めら

れた（甲Ａ５・Ｂ４，Ａ６）。

(オ) 原告の代表世話人は，昭和５５年８月から平成１０年５月までの間，

Ｈが務めていたが，平成１０年５月３１日に開催された通常総会におい

て，Ａが代表世話人に選出された（甲Ｂ２３）。

(カ) 原告は，庵主が参加人寺の住職に就任することを希望していたが

（甲Ａ８），平成１４年３月２５日，Ｃが参加人寺の住職に就任した

（戊ＡＢ１１の２）。以後，原告の構成員（会員）である参加人寺の檀

信徒は，一部を除き，多数がＣとの間で対立している状況にある（甲Ｂ
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１４）。

平成１８年４月２２日に開催された原告の通常総会においては，原告

訴訟代理人から本訴につき説明がなされた上で，本訴の追行について賛

成多数（出席人数３５名）で承認された。なお，上記総会に先立ち，原

告の全檀信徒１４１名に対し，本訴の追行を了承するか否かを問う書面

が送付されたところ，その回答結果は，賛成９６名，反対７名，白票

（無回答）１７名，未着２１名であった（甲Ａ１０・Ｂ８（枝番を含

む），甲Ａ１１・Ｂ９（枝番を含む），Ａ１２）。

(2) 判断

ア 以上の認定事実からすれば，原告は，団体としての組織を備えており，

多数決の原則が行われ，構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続

し，代表の方法，総会の運営，財産の管理その他団体としての主要な点が

確定しているのであるから，原告は，いわゆる権利能力なき社団に当たる

ということができる。そして，Ａは，通常総会において原告の代表世話人

に選出されており，本件訴訟の提起及び追行について，原告の総会におい

て決議され，書面による総会議案意思表明により承認されているのである

から，Ａが原告の代表者として本件訴訟を追行する権限を有することは明

らかである。

イ これに対し，参加人寺は，原告規約１３条によれば，原告の役員は，参

加人寺の総代でなければならないとして，平成１６年に参加人寺の総代を

退任したＡはもはや原告の代表世話人たり得ないと主張する。しかしなが

ら，甲Ａ１５・Ｂ１０（６頁）によれば，原告の代表世話人等の役員と参

加人寺の総代とは必ずしも一致してきたものではなく，原告においては，

参加人寺の総代ではない役員が役員としての任務を担ってきたものと認め

られる。そうすると，この点に関する参加人寺の主張は採用できない。

ウ また，被告中央三井信託は，原告の規約には総会の決議によって訴訟追
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行権限を授権できる旨の定めがなく，最判平成６年５月３１日・民集４８

巻４号１０６５頁が判示した授権手続を経ていないから，Ａは原告の代表

者として本件訴訟を追行する権限を有しないと主張する。そこで検討する

に，最判平成６年５月３１日は，権利能力のない社団である入会団体が当

該団体の構成員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟に敗

訴した場合，その判決の効力は構成員全員に及ぶから構成員全員の総有権

を失わせる処分をしたのと事実上同じ結果をもたらすこと，入会団体の代

表者の有する代表権の範囲は団体ごとに異なり，当然に一切の裁判上又は

裁判外の行為に及ぶものとは考えられないことから，当該団体の代表者が

上記訴訟を当該団体の代表者として追行するには，当該団体の規約等にお

いて，上記不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による

授権を要する旨判示したものである。しかるところ，同判決は，団体個別

の事情にかんがみ，判決の効力を受ける構成員全員の権利保障のために必

要十分な授権手続を要するとの見地から，授権の根拠が規約等の明確な形

式で示されることを要するとするものであって，必ずしも，総会の決議に

よって訴訟追行権限を授権できる旨の規約がなければ授権できないとした

ものではないと解される。これを本件についてみると，上記のとおり，原

告の通常総会において，Ａに対し，本件訴訟の追行につき賛成多数で授権

する旨の議決がなされてその旨の議事録が作成されており，しかも，上記

通常総会に参加していない原告の構成員も大多数が総会議案に対する意思

表明という形で書面で同様に賛成しているのである。そうすると，Ａに対

する原告の代表者として本訴の提起及び追行権限の授権手続はこれらをも

って足りるというべきである。したがって，被告中央三井信託の上記主張

は採用できない。

(3) 小括

以上より，原告は当事者能力を有し，かつ，Ａは原告の代表者として本件
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訴訟を追行する権限を有するというべきである。

２ 争点２（本件預金契約等の契約当事者）について

(1) 本件預金契約等にかかる預貯金債権及び信託債権の債権者は，当該契約

の契約当事者は誰かという観点から決せられるべきものであり，契約当事者

の事実認定に当たっては，定期預貯金契約・普通預貯金契約・信託契約の別

は問わず，契約行為者（口座開設者），契約行為者の法的地位（預貯金・信

託金の出捐者と契約行為者との関係），契約の相手方である金融機関に表示

された名義及び名義人に関する情報，通帳や届出印の保管状況，入金及び払

戻しを行った者等を総合的に考慮することが相当である（最判平成１５年２

月２１日・民集５７巻２号９５頁，同平成１５年６月１２日・民集５７巻６

号５６３頁参照）。

(2) そこで検討すると，前記前提事実，前記１において認定した事実に加え，

後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。

ア 参加人寺及び原告の概要

参加人寺の運営及び資産の維持，管理は，昭和２８年２月に設立されて

以後，その周囲の住民である檀信徒によってなされ，参加人寺の執務及び

宗教活動も，少なくとも平成１４年ころまで，参加人寺の代表役員が行う

ことはなく，すべて檀信徒によって迎えられて常住する庵主が上記執務及

び宗教活動を行っていた。

原告は，参加人寺の檀信徒によって昭和３３年に設立された「墓地所有

者組合」を前身とし，昭和４０年８月に組織され，会員相互の連携により

参加人寺の運営や墓地御堂，資産の管理保全に当たることを目的とし，そ

の目的達成のため，会員相互の連絡協調，参加人寺の管理保全の事業を行

う組織である（甲Ａ１５・Ｂ１０）。

参加人寺の寺院規則によれば，参加人寺の資産は，宝物及び什物から設

定される特別財産，不動産及び有価証券等の基本財産，これら以外の財産
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及び財産から生ずる果実等の普通財産とされ，参加人寺の運営，管理保全

の諸経費は普通財産をもって支弁するものとされている（甲Ａ２）。現実

には，参加人寺の普通財産としては，墓地管理料，墓地使用奉納金，地代，

駐車料等がある。

参加人寺の墓地は，Ｂ寺墓地管理使用規定によれば，参加人寺住職及び

原告の世話人が管理し，墓地を使用しようとするものは，管理者の承認を

得て，「信徒誓約書」を提出し本尊供養志納金（墓地使用奉納金）を納め

て，参加人寺の信徒とならなくてはならず，また，墓地使用者は，墓地の

清掃その他の費用として，毎年応分の管理料を納めなければならない（甲

Ａ１４・Ｂ２６）。

また，参加人寺は，所有するさいたま市ａ区（旧大宮市）ｂ町ｃ丁目ｎ

番，ｏ番，ｐ番の土地（山林）をさらに分割して賃貸していた。このうち，

昭和４７年に締結された賃貸借契約の賃貸人欄にはＢ寺代表世話人Ｈの署

名押印がなされているが（なお，Ｈは原告の代表世話人であったが，参加

人寺の役職には就いていない。），平成４年以降に締結された賃貸借契約

の賃貸人欄には，Ｄが参加人寺の代表役員に就任する以前に契約が締結さ

れたものも含め，「Ｂ寺代表役員Ｄ」ないし「Ｂ寺責任役員Ａ」の署名押

印がある（甲Ａ１６，戊ＡＢ８（枝番含む），ＡＢ１０（枝番含む））。

これらの参加人寺の収入を参加人寺の代表役員（住職）が管理したこと

はなく，参加人寺の収入は，すべて，原告の前身である墓地所有者組合及

び原告が発足以来管理し，その会計の対象となっており，原告は，そこか

ら参加人寺所有の不動産にかかる公租公課，火災保険料，御堂・境内・駐

車場の整備費等の管理費等の参加人寺の経費を支弁してきた。ただし，参

加人寺の庵主が宗教活動によって得る収入は，庵主の生活費となる（甲Ａ

２，Ａ３・Ｂ２，Ａ４・Ｂ３，Ａ１０・Ｂ８（枝番含む），Ａ１３，Ａ１

４・Ｂ２６，Ａ１５・Ｂ１０，Ｂ１１（枝番含む），Ｂ１４）。
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イ 契約締結経緯

(ア) 平成１０年以前の原告の会計担当者であったＦは，平成１０年６月

９日以前に，原告の会計担当者の職務として，参加人寺の管理保全のた

めに被告農協に「Ｂ寺(代)Ｆ」名義の定期貯金及び普通貯金口座を開設

し，その後，このうち普通貯金口座に，原告が管理する参加人寺の上記

アの収入を入金し，同口座から固定資産税等の支払のために出金してい

た（甲Ａ１５・Ｂ１０，Ｂ１１（枝番含む），Ｂ２１）。

(イ) Ａは，平成１０年５月３１日に開催された原告の通常総会において

代表世話人に選出され，同年６月９日付で，代表者変更を理由として，

上記各口座の住所及び代表者等を「大宮市ｂ ｃ－ｑ Ｂ寺(代)Ｆ」か

ら「浦和市ｒ ｓ－ｔ－ｕ Ｂ寺代表 Ａ」に，届出印を「Ｆ」から

「Ｂ寺代表者之印」に変更する旨の，住民票を添付書類とする変更届を

被告農協に提出し，被告農協はこの変更届に従って変更した（丁Ｂ６）。

(ウ) Ａは，原告の目的である参加人寺の管理保全のために，平成１０年

６月，ペイオフ解禁の対策として，従前被告農協に集約して貯金してい

た金員を，他の金融機関にも分割して預け入れることとし，被告東日本

銀行，被告中央三井信託及びその他の金融機関との間で預貯金契約や信

託契約をした。このような預金先の変更や信託契約については，監査の

上原告の総会において会計報告がされ了承されてきた（甲Ａ１５・Ｂ１

０）。

(エ) 上記(ア)ないし(ウ)の処理に対し，参加人寺の代表役員が関与した

ことはなく，これらの処理は，原告がその目的を達成するために，その

判断で行ったことであった。

(オ) Ａは，同年１１月４日に参加人寺の責任役員に就任し，平成１４年

４月１日に，参加人寺の責任役員を退任した（戊ＡＢ１１の１，２）。

ウ 契約内容
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(ア) 被告農協

ａ 普通貯金（大宮支店，口座番号ｅ（甲Ｂ６の４，Ｂ２１））

上記普通貯金口座は，上記イ(ア)(イ)のとおり，平成１０年６月

９日以前から存在し，同日，Ａが名義等を変更した「Ｂ寺(代)Ａ」

名義の普通貯金口座であり，Ａは名義等の変更後も同口座に，原告

が管理する参加人寺の上記の収入を入金し，固定資産税等の支払の

ために出金していた。

ｂ 被告農協の定期貯金（口座番号ｈ（甲Ｂ６の１），口座番号ｆ（甲

Ｂ６の２），口座番号ｇ（甲Ｂ６の３））

これら３口の口座は，平成１５年３月２７日から平成１６年３月

２３日の間にＡが開設し，その後更新された計８００万円の定期貯

金口座であり，その名義はいずれも「Ｂ寺(代)Ａ」であり，Ａが開

設に際し被告農協に提出した定期貯金印鑑届には，名前欄に「Ｂ寺

代表Ａ」又は「Ｂ寺(代)Ａ」，住所欄にＡの住所が記載され，「Ｂ

寺代表者之印」の印章が押印されている。

(イ) 被告東日本銀行

ａ 普通預金（与野支店，口座番号ｉ（甲Ｂ５の３，Ｂ２０））

Ａは，上記のとおり，平成１０年６月，ペイオフ解禁の対策とし

て，従前被告農協に集約していた貯金を，他の金融機関にも分割し

て預け入れることとし，同月１１日，上記普通預金口座を開設し，

以後，同口座で参加人寺の収入や支出を管理していた。同口座の名

義は「Ｂ寺代表者Ａ」であり，同日付の申込書（乙Ｂ５）には，名

前欄に「Ｂ寺代表者Ａ」，住所欄にＡの住所が記載され，「Ｂ寺代

表者之印」の印章が押印されている。

ｂ 定期預金（口座番号ｊ（甲Ｂ５の１），口座番号ｋ（甲Ｂ５の

２））
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これらの口座は，平成１２年７月１７日及び平成１４年３月２７

日にＡが開設し，その後更新された計１０５６万８５１１円の定期

預金口座であり，その名義はいずれも「Ｂ寺代表者Ａ」である。そ

して，これらの口座の開設日付の申込入金票（乙Ｂ１，Ｂ３）や更

新に際しての申込入金票（乙Ｂ２，Ｂ４）には，名前欄に「Ｂ寺代

表者Ａ」又は「Ｂ寺代表Ａ」，住所欄にＡの住所が記載され，口座

番号ｊの定期預金にかかる申込入金票（乙Ｂ１）には「Ｂ寺代表者

之印」の印章が押印され，口座番号ｋにかかる２通の申込入金票

（乙Ｂ３，Ｂ４）には押印がなされていない。

(ウ) 被告中央三井信託との間の本件信託契約（契約番号ｌ，通帳番号

ｍ（甲Ｂ７，Ｂ２２））

本件信託契約は，Ａが，平成１１年２月４日に信託金を６０１万８０

００円として締結したものであり，その口座の名義は「宗教法人Ｂ寺」

である。そして，同月３日付申込書（甲Ｂ１８）には，名前欄に「宗教

法人Ｂ寺 責任役員 Ａ」，住所欄に参加人寺及び原告の住所が記載さ

れ，Ａの実印が押印されている。また，同日付届け出印鑑（法人用）

（甲Ｂ１９）には，名称欄に「宗教法人Ｂ寺」，代表者・役名・氏名欄

に「責任役員 Ａ」と記載され，Ａの実印が押印され，非課税確認欄の

登記簿謄本に丸が付されている。Ａは，平成１１年２月当時，参加人寺

の責任役員に就任していた。

エ 届出印及び通帳・証券の保管状況等

被告農協及び被告東日本銀行の各預貯金の届出印は，いずれも「Ｂ寺代

表者之印」であり，被告中央三井信託に対する信託の届出印はＡの実印で

ある。Ａは，開設当時から現在まで上記の各印鑑及び通帳，証券を保管し

ている（甲Ｂ１５，Ｂ１６）。

Ａは，被告農協及び被告東日本銀行の各預貯金のうち普通預金の入出金，
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定期預金の更新手続等を行っていたが，平成１４年３月に参加人寺の住職

兼代表役員に就任したＣが，平成１７年７月ころ被告らに預貯金の引き出

しや金銭信託の解約に応じないよう要請したため，以後，被告農協及び被

告東日本銀行は，原告への各預貯金及び信託金の支払を拒絶している。

(3) 被告農協及び被告東日本銀行の各預貯金契約に関する検討

上記の認定事実によれば，被告農協及び被告東日本銀行の各預貯金は，い

ずれも，名義が「Ｂ寺(代)Ａ」又は「Ｂ寺代表者Ａ」であり，「Ｂ寺代表者

之印」が押印されているものの，Ａは，いずれの契約の締結時にも参加人寺

の代表者である代表役員の地位にはなく，参加人寺の責任役員の地位にもな

かったのであるから，「Ｂ寺(代)Ａ」又は「Ｂ寺代表者Ａ」という名義及び

「Ｂ寺代表者之印」との押印のみからは，参加人寺と原告のいずれを契約当

事者として表示したものなのかは明らかでない。

しかしながら，上記(2)ア，イの事情に加えて，上記各預貯金のうち被告

農協の普通貯金は，従前の名義が「Ｂ寺(代)Ｆ」であるところＦも参加人寺

の役員ではなく原告の会計担当者であったこと，Ｆが被告農協に届け出てい

た住所は参加人寺の住所ではないこと，Ａは，平成１０年６月９日付名義変

更手続の当時，Ｂ寺檀信徒会の代表世話人であった一方，Ｂ寺の役員ではな

かったこと，同日付名義変更手続に際しＡはＡ個人の住所を届け出ており住

民票を添付書類として提出したこと，平成１０年６月９日付名義変更前は原

告の会計担当者であるＦ，名義変更後は原告の代表世話人であるＡのみが通

帳及び印鑑を管理し，入出金手続を行っていたのであって参加人寺の役員が

入出金手続を行ったことがないこと（ただし，Ａが参加人寺の責任役員に就

任していた期間を除く。）を総合的に考慮すれば，被告農協の普通貯金口座

は，原告の管理する金銭を原告の会計担当者であったＦが，原告の目的を遂

行するために，その役職上，原告を契約当事者とする意思で，貯金契約をし，

口座を開設したことは明らかであり，また，Ａが平成１０年６月９日に行っ
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た名義変更手続も，Ａが引き続き原告を契約当事者とする意思で行ったもの

と解するのが相当である。

また，上記各預貯金のうち被告農協の各定期貯金口座，被告東日本銀行の

普通預金口座及び各定期預金口座についても，上記(2)ア，イの事情に加え

て，契約当時，Ａは参加人寺の役員に就いておらず原告の役職に就いていた

のみであったこと（ただし，被告東日本銀行の２口の定期預金は除く。），

Ａが開設に際し金融機関に提出した書類の住所欄にＡ個人の住所が記載され

ていること，Ａが通帳，証券，印鑑等を管理し，普通預金については入出金

手続，定期預貯金については更新手続を行っていたことを総合的に考慮すれ

ば，Ａは，原告の代表世話人として，原告の目的を遂行するために，その役

職上，原告の管理する金銭を，原告を契約当事者とする意思で，被告農協と

の間で定期貯金契約を，被告東日本銀行との間で，普通預金契約及び定期預

金契約を締結し，口座を開設したことが明らかである。

(4) 被告中央三井信託との間の本件信託契約に関する検討

これに対し，本件信託契約（契約番号ｌ，通帳番号ｍ（甲Ｂ７，Ｂ２

２））は，名義が「宗教法人Ｂ寺」であり，申込書（甲Ｂ１８）には，名前

欄に「宗教法人Ｂ寺 責任役員 Ａ」，住所欄に参加人寺の住所が記載され，

また，同日付届け出印鑑（法人用）（甲Ｂ１９）には，名称欄に「宗教法人

Ｂ寺」，代表者・役名・氏名欄に「責任役員 Ａ」と記載され，Ａの実印が

押印され，非課税確認欄の登記簿謄本に丸が付され，Ａは，平成１１年２月

当時，参加人寺の責任役員に就任している。しかしながら，上記(2)ア，イ

の事情にかんがみると，Ａが原告の代表世話人として，原告の総会において

本件信託契約の結果を会計年度において報告し，議決を得ながら，参加人寺

を当事者として本件信託契約をしたとは考えられない事情にあった（甲Ｂ１

４によれば明らかである。）。そして，Ａは，責任役員であっても代表役員

ではなく，参加人寺を代表する権限はなく，当時の代表役員はＤであった
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（戊ＡＢ１１の１・２）から，むしろ，Ａは，本件農協貯金契約及び本件東

日本預金契約と同様に，Ａが原告の代表世話人として，その役職上，原告の

目的を遂行するために，原告の管理する金銭をもって，原告を当事者として

本件信託契約を締結したと認めるのが相当である。そして，本件信託契約の

目的，事情からすると，当時，参加人寺の管理運営の主体であった原告の管

理事務処理として本件信託契約がなされたものというべきであり，参加人寺

も，その管理運営を原告に全く委ね，自ら管理することはなかったのである。

そして，本件信託契約の通帳はＡが原告の代表世話人として保管し，その届

出印はＡの実印であった。また，本件信託契約は締結後利息の発生以外に変

更はなく（甲Ｂ２２），被告中央三井信託と参加人寺との間で本件信託契約

のほかに何らの取引関係もない（弁論の全趣旨）。

以上によれば，本件信託契約における名義においては参加人寺と表示され

ているけれども，Ａは，原告の代表者として，原告の管理する金銭を原告の

目的遂行のために，原告を当事者とする意思で同契約の申込みをし，金銭を

信託したのであり，通帳等の保管者がＡであることなどを考慮し，本件信託

契約の当事者は原告であると認めるのが相当である。

(5) 参加人寺の主張について

以上に対し，参加人寺は，本件預金契約等に基づき被告らに預け入れられ

た金員の原資は，参加人寺が所有し賃貸する土地の賃貸借料，参加人寺が経

営する墓地の貸与料・管理料，及び参加人寺に対する寄付金であって，いず

れも参加人寺に帰属するから，本件預金契約等にかかる預貯金及び信託金の

債権者も参加人寺である旨主張する。

しかしながら，そもそも，預貯金や信託金の出捐者が誰であるかは，預貯

金契約や信託金契約の当事者を決する上での間接事実の一つにすぎず，出捐

者のみをもって預貯金や信託金の債権者を決するのは相当でないと解される。

そして，本件においては，参加人寺の管理保全を目的とする社団である原告
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が，４０年以上もの長年にわたり，参加人寺に代わり，参加人寺の財産の管

理や会計の主体として行ってきたのであって，本件預金契約等に基づく預貯

金や信託金も，参加人寺の財産である土地や墓地の賃料等を保管し，また，

固定資産税等の支出を支弁する目的で開設されたものと解されるが，他方で，

参加人寺の土地にかかる賃貸契約書の賃貸人は大多数が参加人寺であり，ま

た，参加人寺の墓地の管理者はＢ寺墓地管理使用規定によれば参加人寺の住

職及び原告の世話人の双方であるなど，原告が管理する参加人寺の財産の帰

属については特段の合意をせず不明瞭なまま，専ら原告のみによる管理が継

続されその管理について参加人寺に正式に報告すらされていなかったことが

うかがわれる。そうすると，本件預金契約等に基づき被告らに預け入れられ

た金員の原資が参加人寺に帰属することを根拠とする参加人寺の主張は，前

提を欠き，採用できない。

(6) 小括

以上からすれば，本件預金契約等の契約当事者はいずれも原告であるから，

原告が，各契約に基づき，被告らに対し，預貯金又は信託金の支払を請求す

る権利を有する（原告の構成員が総有する。）というべきである。ただし，

被告農協は，平成１９年７月３日付準備書面で２口の定期貯金（口座番号ｇ

及びｈ）は自動継続により満期日は平成２２年１月１３日，平成２０年３月

２３日であると主張するが，貯金契約者である原告が本訴により更新しない

旨の意思表示をしていることは明らかであるから，被告農協の上記主張は採

用できない。また，被告農協は，被告農協の普通貯金の平成１９年６月５日

現在の残高は平成１７年１１月１７日の残高（３５万０５２４円）よりも少

ない４７６８円である旨主張するが，その立証をせず（通帳を提出すれば明

らかである。），また，被告農協は平成１７年１２月以降原告への貯金の支

払を拒絶していることが認められるのであって，原告に残高の差額を支払っ

たものとは認められないから，被告農協が原告との間の普通貯金契約に基づ
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き支払うべき金額は３５万０５２４円と認める。

３ 結論

以上より，原告の請求を認容することとし，主文のとおり判決する。

さいたま地方裁判所第１民事部

裁判長裁判官 佐 藤 公 美

裁判官 高 橋 光 雄

裁判官 志 村 由 貴


